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〔要　　　旨〕

1　再生可能エネルギー（「再生エネ」）を電源とする電気の固定価格買取制度における認定
設備の出力合計は，2013年 5月に2,237万kWへ伸長している。しかし，電源別構成の 9割
超を太陽光発電が占め，なかでもメガソ－ラーが 6割近い。また，メガソーラーを中心に
した認定設備の急速な積み上がりの反面，稼働した設備の比率の低さが目立つ。早期稼働
に向け認定を受けた事業者と行政などの関係者には，適切な行動と管理が求められる。

2　13年度の買取価格はコストの検証を踏まえ，太陽光発電のみが引き下げられた。今後も
発電コストの検証を的確に行い，買取価格に反映することが重要である。また，各電源ご
とに規模の大小により発電コストに差異がある実情を検証し，それを踏まえ出力規模によ
る買取価格の区分を再設定（細分化）することも課題と思われる。

3　長野県飯田市は，再生エネ利用による持続可能な地域づくりを進めることを目的とする
条例を制定した。同条例では，「地域環境権」と「協働による地域公共性」がキーコンセ
プトとなっている。当該再生エネ利用事業が「地域環境権行使の要件」および「協働によ
る地域公共性・公益性」に合致するか，を「導入支援審査会」で審査し，認定されれば，
市は様々な支援と助言を行う。

4　地域環境権は，地域の良好な自然環境の秩序を維持し，それらのもたらす恩恵を地域住
民に保障する制度的枠組みであり，再生エネ利用の推進によって特色ある地域づくり・地
域活性化を行う政策の基礎に置いたことは先進的である。また，協働による地域公共性は，
再生エネ利用事業を住民参加型のもとで行い，その事業の成果（収益）も住民が利用ない
し還元を受けることにより地域活性化に資するための仕組みである。

5　第26回JA全国大会の決議を受け，農協系統機関において再生エネ電気の利用を推進す
る取組みが進められている。

　　JA全農は合弁で合同会社を設立し，同社が農協系統団体や組合員が保有する施設の屋
根や遊休土地を借り，12年度から 3年間で20万kW程度の太陽光発電システムを設置する
計画であり，12年度に 3万kWの設備認定を得た。また，多くのJAが会員となっている中
国小水力発電協会では，固定価格買取制度の認定設備への転換が一部行われるとともに，
同制度のもとで設備等更新を行う計画・構想が進みつつある。

6　自治体と連携し，太陽光発電システム設置のJAローンを推進する事例も見られる。JA
バンク神奈川では，県の再生可能エネルギー導入推進条例の制定を受け，太陽光発電シス
テム設置の住宅取得やリフォームのローン借入者へ助成を行うことを始めた。また，浜松
市を管内とする 3つのJAは，市の再生エネ利用推進に連携して協定を締結し，太陽光発
電システム設置ローンの販売を行っている。同市は協定締結金融機関のローンを広報活動
等でPRするが，これによる直接的なローンのPR効果に加え，JAの再生エネ利用推進の
姿勢を示すプレゼンス向上の効果も大きい。

再生可能エネルギー発電推進の課題と取組み
─２年目に入り見えた課題，地域・自治体と農協系統における取組み─

理事研究員　渡部喜智

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農林金融2013・10
3 - 647

字をとらえれば，再生エネ電気の発電事業

の動きが積極化しているという評価もでき

ようが，課題・問題点も見えてきた。今後

改善を要すると思われる事項について検討

する。

２点目は，再生エネ電気の発電事業と地

域活性化をいかに結びつけていくかであ

る。再生可能エネルギー特措法では，１条

の「目的」に「再生可能エネルギー源の利

用を促進し，もって（中略）地域の活性化

（中略）に寄与することを目的とする」と定

めるとともに，参議院・経済産業委員会で

の同法の附帯決議は，「地域活性化をはかる

観点から（中略）必要な措置を講ずること」

を求めている。地域活性化へ連動させてこ

そ，地域において再生エネ利用事業を推進

はじめに

「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法（以下「再生

可能エネルギー特措法」という）に基づき，電

力会社等が再生可能エネルギーを電源とす

る電気（以下「再生エネ電気」という）を長

期・固定価格で買い取る制度（以下「FI
（注1）
T」 

＜Feed-in Tariff＞という）の運用が2012年

７月に始まり，２年目に入った。

そこで本稿では，以下の３点について現

状を整理しつつ，これからを展望する。

まず１点目は，FITの改善すべきところ

を考える。その認定設備の出力合計は，13

年５月には2,237万kWへ伸長した。その数
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1　再生エネ電気の固定価格
　　買取制度の現状と課題　

（1）　固定価格買取制度の設備認定状況

―メガソーラー等太陽光発電が

主導―

12年７月に始まったFITが，２年目に入

った。同制度の再生エネ電気の発電設備の

認定状況や13年度の固定買取価格を概観し

た後，調達価格等算定委員会（以下「算定委

員会」という）の審議なども踏まえ，今後の

課題を検討する。

第１図は，FITに基づく再生エネ電気の

認定設備の推移を示したものである。12年

７月の制度の運用開始以後，13年３月末時

点までの12年度に設備認定を受けた発電出

力（設備容量）合計は，約2,109万kWとなっ

た。特に，後述のような買取価格（調達価

格）の引下げが予想されるようになった13

年２月，３月における太陽光，特にメガソ

ーラー（出力1,000kW以上）を中心とする出

力10kW以上の太陽光発電の認定設備の急

する意義は高まる。先進自治体の事例とし

て長野県飯田市を取り上げ，再生エネ利用

事業を地域活性化・地域づくりへ結びつけ

る考え方と方法を考察する。

３点目は，FIT開始を受けた農協系統機

関の再エネ電気の発電事業を推進する様々

な取組みである。全体の取組状況を鳥瞰す

ることはデータ的に困難であるが，幾つか

の取組みを取り上げながら，各地・各現場

で進められている現状を説明する。

そして，注目されるのは，総合エネルギ

ー資源調査会・基本政策分科会が13年末ま

でを目途に行っている「エネルギー基本計

画」の改定作業である。再生可能エネルギ

ー特措法の附則10条は，同基本計画の内容

によって再生可能エネルギー源の利用促進

の制度の在り方について検討を加え，必要

な措置を取ると規定している。したがって

同基本計画の改定内容のいかんによっては，

再生エネ電気の位置付けが再び混迷する可

能性がある。その変更等は政策の継続性と

いう観点から慎重にあたるべきである。エ

ネルギーミックスのなかでの再生エネ電気

の位置付けを高め，地域活性化と産業振興

に活かしていく推進の方向性をより明確に

しつつ，改善に知恵を絞ることが重要では

なかろうか。
（注 1） 固定価格買取制度の中でも買取価格総額を

固定するFIT型のほか，電力料金に上乗せするプ
レミアムを固定するFeed－in Premium（FIP）
型がある。FIP採用国としては，デンマーク，オ
ランダが代表格。

（百万ｋＷ）

第1図　ＦＩＴ認定設備の出力動向
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資料 資源エネルギー庁「再エネ設備認定状況」から作成
12年 13

認定設備の出力合計

うち太陽光

うちメガソーラー
（1,000kW以上）
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とを期待したい。

一方，12年７月から13年３月の間に運転

を開始した設備（稼働ベース）の出力は，約

177万kWにとどまった。この数値には，既存

の再生エネ電気の発電設備の中でFITの対

象設備への転換を申請し認定されたものを

含んでいるが，資源エネルギー庁が当初想

定していた規模
（注2）
（250万kW）を下回った。ま

た，12年度末までに設備認定を受けた発電

出力に対しては，１割にも満たない（8.4％）。

特にメガソーラーについては，資材調達

や工事施工が遅れたこと，および後述のよ

うな電力会社の送電線等への接続の問題に

加え，まさに年度末にかけて駆け込みでの

認定申請が積み上がったこともあり，稼働

した発電設備（約19万kW）は認定を受けた

発電出力（約1,249kW）の1.5％という低さで

あった。

13年度に入り，順次メガソーラー等10kW

以上の太陽光発電設備が稼働を開始したこ

となどから，13年５月末の稼働した設備の

出力合計は約305万kWへ増えた。しかし，

依然として認定ベースと稼働ベースの差異

は極めて大きい。

設備工事の進捗などの関係で認定を受け

た後，発電開始までは一定の期間，リード

増はすさまじいというほかない。

そして，13年度に入り，直近データが発

表された13年５月末時点の認定設備の出力

合計は，約2,237万kWへ伸長している。

これは，資源エネルギー庁の11年度時点

における再生エネ電気の発電出力の推計：

1,945万kWの1.15倍と倍増を超える急伸で

あり，電力会社（以下，発電設備と送配電設

備の両方を自社保有する「一般電気事業者」を

指す）や卸売電力・特定電力会社の保有す

る発電設備出力のほぼ１割（9.7％）の水準

にあたる。

しかし，その電源別構成は太陽光発電に

著しく偏ったものとなっている。第１表は，

13年３月末の認定設備の電源別出力である

が，太陽光発電が全体の94.9％を占める。

また，そのうち出力が1,000kW以上の「メ

ガソーラー」は全体の59.2％と，６割近く

の高さである。次いで風力が全体の3.8％と

なっており，小水力や地熱および未利用材

バイオマスの設備認定は極めて少ない状態

にある。太陽光発電以外の再生エネ電気の

電源については，環境影響評価調査や地元

との合意，規制法令の認可などに時間を要

することが多いが，さらに規制緩和も進め

ながら，その構想が早期具体化していくこ

認定ベース
稼働ベース

太陽光
10kW未満

第1表　2012年度のFIT設備（出力）認定状況（12年7月～13年3月末現在）

資料 資源エネルギー庁ホームページ「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」から作成

　（出力：万ｋW）

134.15
96.92

太陽光
10kW以上

1,868.07
70.40

うちメガ
ソーラー
1,248.66

18.92

風力

79.82
6.26

中水力
（1,000kW
以上）

6.06
0.00

小水力
（1,000kW
未満）

1.00
0.17

バイオマス

19.41
3.04

地熱

0.40
0.00

合計

2,108.91
176.81
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電コストの検証を踏まえ改定される。13年

度の買取価格は，算定委員会が４回の審議

を経て３月11日に経済産業大臣へ意見書を

提出，それに基づき３月29日に決定された。

第２表は，13年度の電源別の固定買取価

格（kWh当たり）の概要である。変更があっ

たのは，太陽光発電における買取価格のみ

である。

太陽光発電の出力10kW以上（税抜）が40

円から36円へ，同10kW未満（税込）が42円

から38円となったが，その引下げ理由は，

主としてシステム単価（太陽光パネルおよび

関連機器等のほか，工事費を含む）の下落で

あった。なお，コストに付加される事業収

益率（IRR）は変更されていない。

一方，他の電源は検証データが不足する

タイム（lead time）を要する。中

小水力や地熱では，特にリードタ

イムは長くなる。そのため，売電

開始が認定を受けた翌年度以降に

ずれ込んでも，認定された当該年

度の固定買取価格が適用されるの

は当然のことである。

ただし，認定を受けた事業者

は，早期の発電開始に向けての適

切な進捗を行うべきである。認定

を受けたまま手付かずの状態が長

期化する事態は，事業化の意思が

疑われかねない。高い買取価格で

設備認定を受けたことから生じる

収益メリットが「売電権」化して

いると見なされる疑義を生じさせ

ないように，関係者には適切な行

動と管理が強く求められる
（注3）
。ちなみに，詳

細発表は13年８月末時点ではないが，資源

エネルギー庁はメガソーラー等について，

設備認定後の発電所稼働に向けた進捗－遅

れ等がやむを得ない事情によるものか等－に

ついて実態調査を行う意向である。
（注 2） 資源エネルギー庁（新エネルギー対策課）

が12年 7月のFIT導入当初において，「賦課金負
担の試算に用いた導入見込量」に基づき試算し
た数値（稼働ベース）。

（注 3） 朝日新聞デジタル「売電権ブローカー横行　
他人の土地で許可取得，売却仲介」13年 7月25

日配信。

（2）　発電システム単価下落を反映し，

太陽光発電の買取価格のみ引下げ

FITに基づく再生エネ電気の新規案件に

適用される固定買取価格は，年度ごとに発

太陽光

買取区分
（規模ないし燃料源）

第2表　電源別の固定買取価格（2013年度の変更）

資料 調達価格等算定委員会資料から作成
（注）1  個人住宅が大半を占める10kW未満太陽光発電の買取価格は税込。
　　 2  バイオマス発電における「ガス化（下水汚泥，家畜糞尿）」と「固形燃料

燃焼（一般廃棄物，下水汚泥）」は表中より除外。

10kW以上
10kW未満（注）

20kW以上
20kW未満
15,000kW以上
15,000kW未満
1,000kW以上
30,000kW未満
200kW以上
1,000kW未満
200kW未満
リサイクル木材
一般木材
未利用木材
一般廃棄物

40円→36円
42円→38円
22円：据置き
55円：据置き
26円：据置き
40円：据置き

24円：据置き

29円：据置き

34円：据置き
13円：据置き
24円：据置き
32円：据置き
17円：据置き

税前6%
税前3.2%
税前8%
税前1.8%

税前13%

買取価格（税抜） 買取
期間事業収益率

（IRR）kWｈ当たり

税前7%

税前4%
税前4%
税前8%
税前4%

20年
10年

20年

15年

20年

20年

風力

地熱

中小
水力

バイオマス
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については，10年から直近まで４割近い大

きな下落となっている。なお，円高修正に

伴う太陽光パネル輸入価格の下げ止まりも

あり，太陽光パネルの国内卸売価格は13年

に入り落ち着いていると見られる。

以上のような太陽光パネルおよび関連機

器等の価格下落を的確に捉え，買取価格に

反映することは重要であり，算定委員会の

審議でも努力が向けられている。

ただし，買取価格に反映される発電コス

トは，現状各買取区分ごとに収集されたデ

ータの平均値を採用している。13年度の太

陽光発電の買取価格の審議において，10kW

以上の太陽光発電においては，メガソーラ

ーと500kW以下の出力規模の小さい導入事

例では，設置コストに平均で３割超の差異

があるにもかかわらず，同一の買取価格が

適用されることになる。

これは，木質バイオマス発電や小水力発

電においても同様である。

第３図は，木質バイオマス発電の出力規

模とその出力当たり建設費用の関係を見た

ものである。事例は少ないが，筆者の分析

ではkW当たりの設備設置コストが，出力

5,000kW以上と1,000kW程度以下では７割

程度の差異があると推定される。

これに対して，現在の木質バイオマス発

電の買取価格については，出力規模による

区分が設けられていない。現在のように規

模の区分がないままでは，前述のような設

備投資コストの格差が反映されていないこ

とから，規模の小さい木質バイオマス発電

の導入は，事業収益性（採算性）の上で厳し

ところもあり，12年度と同じに据え置かれ

た。

（3）　発電コストのデータ検証と適切な

反映

算定委員会は，再生エネ電気の導入促進

と国民の納得性が得られる効率的な固定買

取価格の設定という命題の間でバランスを

取りながら，議論を行ったことがうかがわ

れる。以下では算定委員会の審議において

論点となったことも踏まえ，今後の課題を

考えよう。

「発電コストの検証」は，認定された発電

設備の設置と運転に関するコストのデータ

に基づいて行われる。導入件数も多い太陽

光発電においては，様々な事業案件のデー

タが収集される。

第２図は，日銀が作成する国内企業物価

指数と輸入物価指数の中の「太陽光パネル

及び関連機器等」に関する指数である。国

内卸売価格は，10年から直近まで３割程度

下落した。また，大口案件も多い輸入価格

（10年平均＝100）

第2図　太陽光パネル及び関連機器等に関する
 卸売物価動向

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55
1月 1074 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

資料 Datastream（日銀）データから作成
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国内企業物価指数の中の太陽光
発電パネル等物価指数

輸入物価指数の中の太陽光
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に小さい規模の発電事業案件への配慮，後

押しすることは意義を持つ。

各電源別において規模の大小により，ど

のように発電コストが異なるのかを検証し，

その結果を踏まえ必要に応じて出力規模に

よる買取価格の区分の見直し（細分化）を

考えるべきではあるまいか。14年度以降の

買取価格決定における算定委員会での審議

テーマとすることを強く望みたい。

また，事業者などがリスクに見合わない

過剰・不適正な収益を得ることは，好まし

いことでない。ただし，太陽光発電以外の

電源は，認定申請に至るまでの調査・準備

期間が長期化する。この観点から言えば，

再生可能エネルギー特措法の附則７条に基

づくFIT開始後３年を期間とする収益性へ

の配慮（買取価格の上乗せ）をさらに延長す

ることも，電源によっては考慮されるべき

課題であろう。

（4）　「系統連系」の問題

１（1）で示されたように，FITの認定設

備の出力合計は急速なペースで積み上がっ

ている。しかし，メガソーラーや風力発電

など天候条件等により発電量が左右される

電源の発電所が，一定地域に大量導入され

ることにより，それら発電所から電力会社

（一般電気事業者）の送配電線・変電施設な

ど（以下「送電線等」という）へ接続する「系

統連系」に関連して，幾つかの問題が改め

て認識されることとなった。第４図は，そ

の幾つかの問題－熱容量，電圧の安定性，周

波数の安定など関係－を示したものである。

いものにならざるを得ない。例えば，算定

委員会が，未利用材等バイオマス発電の買

取価格算定の参照事例としているのは，出

力5,700kW（送電端出力5,000kW）のもので

ある。したがって，それよりも規模の小さ

な未利用材バイオマス発電の事業参入にお

いては，出力当たり建設費用が高くなり，

大きな参入障害となることが想定される。

1,000kW未満の小水力発電においても事

情は同様である。小水力では，出力200kW

未満と同200kW以上1,000kWの買取区分が

設定されている。しかし，同100kW未満の

小水力発電所では超長期運転による費用回

収の可能性が織り込まれたとしても，出力

当たりの建設費用は相対的にかなり高いと

いう意見がある。

発電コスト低減へインセンティブを与え

る点で，前述のように平均値を基準とする

ことには一定の合理性はある。しかし，前

述のように，各電源ごとに規模の大小によ

る設備投資費用にはかなりの差異がある。

また，再生エネ電気の持続的な導入促進や

環境負荷の問題を考慮するならば，相対的

（万円/ｋＷ）
出力当たり

第3図　木質バイオマス発電所の出力
 と建設費用単価
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を求められることとなったとの報道

が散見される。

特に北海道では，北海道電力から

出力2,000kW以上のメガソーラーが

40万kW程度，という連系制約（連系

可能量がゼロおよび１万kW未満）の

上限が，13年４月17日に発表された。

第３表は，北海道におけるメガソー

ラーの認定設備の出力と，北海道電

力（株）が発表した連系可能上限を比較した

ものである。13年５月時点で，メガソーラ

ーについては認定済み設備の出力合計が約

185万kWであるのに対し，連系可能の上限

は約40万kWである。連系制約が発生して

いる箇所と設備認定を受けたメガソーラー

の立地先との関係（重なり具合）は明確には

分からないが，単純に認定を受けた出力合

計と連系可能上限の差が約145万kWある。

これは，認定済み設備の出力合計の８割程

度に相当しており，当面は系統連系が難し

いところが多いと理解する必要がある。

そのほかにも，系統連系には付随して潜

在的な問題が浮上している。

メガソーラーなどの太陽光発電や風力発

電は，日射（量）や風況の変化に伴い瞬時

に発電量が変わり，接続された送配電線な

まず，「送電線等の熱容量（負荷容量）」の

限界があげられる。熱容量の限界は，

「連系する送電線等の運用容量」

－「連系する送電線等の利用計画に基づく利用

量（計画潮流）」

－「異常時等の地域間連系線に確保しておく容

量（マージン：基準は運用容量の 3％）」

＝「空
あき

容量」

からとらえられる。

以上の式から算出される「空容量」が小

さく，新たに発電所が立地した場合，系統

連系する余力が小さい「連系制約」が生じ

ている
（注4）
。

電力会社は，資源エネルギー庁の「系統

情報の公表の考え方（12年12月）」に基づき，

何らかの連系制約がある系統，ないしはそ

の可能性がある系統のマップを一般公表し

始めたほか，発電事業者等は閲覧や事前相

談などで系統情報の提示を受けられる。こ

れにより，新たな電源立地の余地を予見で

きる情報入手が可能となった。

連系制約は，すべての発電所の新設立地

が該当する問題であるが，特に大規模なメ

ガソーラーが立地するにあたり計画見直し

運用容量

・熱容量限度（設備容量）
・系統安定度限度（過渡，定態）
・電圧安定性限度
・周波数維持限度
の要因から定まる限界値のうち，
制約（一番低い値）となる値

送電電力

計画潮流

マージン

空容量

運用容量

安定度限界 周波数限度

熱容量

電圧安定性

時間

第4図　系統連系に関する問題と容量の関係

出典 （社）電力系統利用協議会「電力系統利用に関する技術資料（P.24）」

メガソーラー 40.0 184.7 0.74

連系可能
（上限）

第3表　北海道における系統連系制約

資料 北海道電力HPや資源エネルギー庁から作成

（出力：万kW）

認定済み設備
（13年5月末現在）

発電所1か所
当たり出力出力合計

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農林金融2013・10
10 - 654

い）となるように調整して，電気を需要者

へ供給している。これが通常の潮流である

が，メガソーラーが多く立地し発電すると

連系した送電線等の電圧の大幅上昇が起こ

ることが生じる。このため，配電変電所の

電圧調整能力を高めることが必要となった
（注6）
。

これに対しては，変電所への電圧調整装置

の設置など対応投資のためのコストを系統

連系するメガソーラー発電事業者に負担し

てもらう制度改変が13年７月23日以降行わ

れるようになった。その費用負担は電力会

社間でかなりの差異があるが，高いところ

でも出力当たりの負担金は発電設備投資の

１％程度にとどまり，メガソーラーの収益

性への影響は小さいと推定されている
（注7）
。

以上のような系統連系の問題を打開する

ための投資費用を誰がどのような形で負担

するか，は今後の重要課題である。電力会

社のコスト削減でねん出できる余地はある

のか，発電事業者に収益性に応じて応分の

負担を求めるか，国が電力改革の一環とし

てエネルギー対策特別会計などから支援す

るか，であるが，国民も納得しうるように

その投資費用負担の公平性・透明性を保ち

ながら，再生エネ利用促進をはかるという

観点から必要なところから投資が行われる

べきだろう。
（注 4） 電力系統利用協議会（2006）および資源エ

ネルギー庁（2008）参照
（注 5） 13年度のエネルギー対策特別会計予算で，

風力発電のための送電網整備実証事業費補助金
250億円がつき，北海道・東北における系統整備
が行われる。

（注 6） 個人住宅や一定規模までの太陽光発電であれ
ば，変電所の調整装置や柱上変圧器で対応可能。

（注 7） アイティメディア（株）Webサイト「メガ

どへの流れる電力量も変化する。

これにより，大幅な電圧の変動が発生す

る「電圧の不安定化」，出力変動の予測が難

しくなり発電所間の出力自働制御（LFC：

Load Frequency Control 負荷周波数制御）等

の調整力が低下し，電気周波数の維持に問

題が生じる「周波数の不安定化」という電

気の品質低下のリスクが増大する。これら

の電気の品質低下は，場合によって受電先

の電気機器への悪影響（照明のちらつき，機

器の誤動作や損傷など）や停電などを引き起

こしかねない。

以上の問題への対応として，電力会社間

の地域間連系強化を含めた送電線の太線化

（より高圧の送電線への切り替え）や変電施

設の能力拡充が必要になる
（注5）
。

また，天候や昼夜，季節によって発電量

の変動（ブレ）の大きい太陽光発電などを

前提に電力の安定供給を想定する場合，そ

のブレをカバーするための電源設備投資が

必要になる可能性がある。安定供給のベー

スとなる火力や水力（揚水式含む）の発電設

備を増やす投資増大の一方，結果的に供給

超過による余剰電力の発生は発電コストを

増大させる側面がある。これに対しては，

大型蓄電池の設置などによる電力蓄蔵能力

の引上げなどを通じた需給変化に応じた充

放電体制の構築が求められる。

なお，配電変電所から供給（配電）して

いる電気の電圧を，当該変電所へ流れてく

る電圧が上回る「バンク逆潮流」問題も浮

上した。配電変電所は一定（規定電圧）範囲

内で配電側電圧（高い）＞受電側電圧（低
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以上のような課題を念頭に，先進的な事

例として長野県飯田市での取組みを考察し

ながら，再生エネ利用事業の地域づくりへ

の活用のあり方を検討する。

飯田市は，発電など再生エネ利用事業の

導入にあたり，市民および市民が構成員等

となる団体が主体となり，公共性・公益性

の高い持続的な地域づくりに資する事業を

公共サービス基本法に基づく市との「協働

による公共サービス」－地域公共再生可能エ

ネルギー活用事業－に認定し，支援をして

いくこととする条例
（注8）
（以下「同条例」という）

を13年４月１日付で施行した。

第５図は，同条例の構成を図解的に整理

したものである。同図に沿って，同条例の

ソーラーの接続問題は全国で解消へ」スマート
ジャパン，13年 7月25日

2　再生エネ電気の発電事業と
　　地域活性化　　　　　　　
　―飯田市の事例検討を中心に―　

（1）　飯田市の再生エネ導入による地域

づくりに関する条例制定

再生可能エネルギー特措法では，同法１

条で「再生可能エネルギー源の利用を促進

し，もって（中略）地域の活性化（中略）に

寄与することを目的とする」と定めている。

また，参議院・経済産業委員会での同法の

附帯決議は，「地域活性化をはかる観点から

（中略）必要な措置を講ずるこ

と」を求めている。

以上のような条文や附帯決

議を踏まえると，その立法

（者）意思として，再生エネ利

用を地域活性化・地域づくり

へ役立てる政策展開とその政

策効果が期待されていること

が認識される。そして，実際

の政策展開のプロセスにおい

て，再生エネ電気の発電事業

をどのような形で地域の中へ

取り入れ，地域活性化へ寄与

する要素としていくか，ある

いはいかにしてそのような方

向性を持たせていくか，とい

うことが課題となると考えら

れる。

自然 環境

第5図　飯田市の再生可能エネルギー利用推進にかかる条例
  （主要な構成要素と関係）

資料 飯田市「再生可能エネルギー導入による持続可能な地域づくりに関する条例」
等から作成

生活環境

地域の自然資源

地域公共再生可能エネルギー活用事業の認定

発電等再生可能エネルギー利用事業

「地域環境権行使の要件」
導入支援審査会での案件審査

公共利益
の増進

地域団体の
意思決定

自然環境・地域
環境権との調和

住民への
還元

地域団体および
それと協力して
行う事業

飯田市の助言や支援

市財産の
貸出

補助金・
貸付金

投融資への
支援

その他
助言

持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り

地
域
協
働

環境
共生的
利用

「地域公共性・公益性」
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すなわち，事業が「地域環境権行使の要

件」および地域協働による「地域公共性・

公益性」に合致するか，である。地域環境

権，地域公共性・公益性については後で説

明を加える。

地域環境権の行使においては，①自然環

境・地域環境権との調和，②公共利益の増

進，③後述する地域団体の意思決定（合意

形成）という三つの条件を付している。

これら①～③の要件をクリアしたうえで，

次に，事業が公共性・公益性を有すること

が必要とされる。すなわち，住民が参加し

組織する「地域団体」およびそれと協力し

て事業が行われ，かつその成果が地域住民

へ還元されることが認定の要件となる。

市の認定事業となれば，①市からの補助

金の交付・資金の貸付，②再生エネ利用事

業に必要な場合の土地・建物など市財産の

使用許可（利用権原の付与），③投融資を受

けるための支援およびその他の助言・指導

を受けることができる。少し説明を加える

と，①は，市が設置した基金（40百万円）か

ら再生エネ利用プロジェクトの準備的調査

費用を無利子で貸し付けるものである。②

の市財産の使用許可は，行政財産の公共用

の目的内利用とみなす等の理由から対価（貸

出料）の徴収を行わない。③の投融資を受

けるための支援とは投融資の勧誘をするも

のでなく，導入審査会の審査を通じた事業

内容等の資料・情報を開示し，投資家・融

資機関の適切な判断を助けることを意味し

ている。

さらに，その後の事業の運用過程につい

概略を説明する。

まず，地方自治法上，自治体の条例は，

①行為の禁止や義務・制限などをはかる

「規制的手法」と，②助成（財政的援助や技

術的援助）や普及啓発の促進などを行う

「給付的手法」によるものとに二分される
（注9）
。

飯田市は，同条例が権利を規制するもの

ではないと，説明している。同条例は前述

②に分類されるものであり，市外からの進

出企業など一般企業による再生エネ電気の

発電事業を排除するものではないとされる。

ただし，条例自体には権力的規制の規定は

ないが，地方自治法157条に基づき，当該事

業の実施主体のような公共的団体等へ市長

（首長）は監督等を行うことが可能であり，

後述のような事業の目的や内容からの逸脱

などがあれば，市が関与できる権限は留保

されていると考えられる。

また，当該事業が公共サービス基本法に

基づく公共サービスとされることにより，

同法が規定する公共品質の確保のための管

理を受ける。

条例は，地域に存する自然資源を発電な

ど様々な再生エネ利用事業に用い，「持続可

能な地域づくり」を進めることを目的とし

てかかげる。したがって，単に再生エネ利

用事業を支援することが目的ではない，と

している。

再生エネ利用事業を市の認定事業とする

かは，市の設置した専門家等をメンバーと

する「導入支援審査会」での審査を受ける

が，そこでの案件審査においては二つの重

要な柱（条件）がある。
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れておらず，最高裁の判例上もこれまで正

面からは認められていないとされる。また，

学説的にも，その性質や内容が明確になっ

ているわけでないということも否めない。

それでは，同条例に述べるように，自然

環境と住民生活に調和・共生的に再生エネ

を利用し，そのような生活環境のもとで住

民が暮らす権利はどのような考えのもとで

保障されるのだろうか。中山（2002）と吉

田（2011）を参考に検討する。

第６図は「環境」の領域を区分し，その

対象領域の関係からの導き出される権利の

関係を見たものである。

われわれの生活環境は，個別環境要素と

しての空気（大気質や臭気など），水（水質や

水位，水量など），日照（太陽光），土地・森

林などによって構成され，地域の自然環境

は，生活環境を包括する総体として存在す

る。また，景観や文化的環境，アメニティ

は生活環境と自然環境の両方にまたがる領

域の環境の要素（問題）である。

個々の環境要素は私的所有権にも結び付

くものであり，そのもとで一定の利用が許

ても，市と導入支援審査会が必要な助言・

監査を行うことが可能であり，事業の適切

な継続性が担保される。
（注 8） 飯田市（2013）参照。

　当該「公共サービス」は公共サービス基本法
2条 2号において「国又は地方公共団体が行う
規制，監督，助成，広報，公共施設の整備その
他の公共の利益の増進に資する行為」と定義さ
れる。

　　なお，以下の記述において，飯田市役所・地球
温暖対策課　田中克己氏から多くの教示を得た。

（注 9） 吉田勉（2010）参照。

（2）　「地域環境権」の意義

―住民へ自然環境の恩恵を保障する

枠組み―

次に導入支援審査会における案件審査の

条件であり，かつ同条例のキーコンセプト

である「地域環境権」と，「協働による地域

公共性」について，説明を加える。

地域環境権は，同条例３条で，「自然環境

及び地域住民の暮らしと調和する方法によ

り，再生可能エネルギー資源を再生可能エ

ネルギーとして利用し，当該利用による調

和的な生活環境の下に生存する権利」と定

められる。

同条例の地域環境権は，全国自治

体の環境関連条例において初めて設

けられた規定（概念）と思われる。

一般的な「環境権」は，国民の人

格権・幸福追求権（憲法13条）や生存

権・社会権（憲法25条）の観点から取

り上げられ，学説的には環境権を支

持する考えが多数を形成する。しか

し，憲法や環境基本法などの環境関

係法令で，環境権は明確には定義さ

第6図　「環境権」とその対象領域の関係

資料 中山（2002），吉田（2011）を参考に作成

公有の自然公物

「人格権」に基づく
民事法と行政法の
保護

私有の自然公物

私有権の対象
環
　
境
　
権

環
境
秩
序
の
維
持
・
制
御

環
境
の
共
同
利
用
性

景観
文化的
環境
アメニ
ティ

自然環境（総体）

生活環境
（個別環境要素）

生命・健康・
生活利益への
侵害

地球環境
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環境権」を重要な基礎に置いたことは先進

的であり，意義深いことと思われる。

（3）　地域公共性の重視

―「協働」の担い手地域団体等の

役割と地域住民への還元―

前述のように同条例１条の「目的」で，

地域・住民が「協働
4 4

して，飯田市民が主体

となって（傍点筆者）」再生エネ利用を行う

ことを述べている。

協働は，飯田市の自治基本条例（３条

（8））において「まちづくりのために，市民

と市とが情報を共有し，それぞれの役割を

担いながら対等の立場で協力し，共に考え

行動すること」と定義される。市（行政）と

の対等・水平的関係のもとでの，住民の積

極的参加が重視されていることが理解され，

飯田市における再生エネ利用事業の導入で

も同じく，住民参加のもとでその合意形成

を経て行われるべきことを掲げているわけ

である。

そして，飯田市で様々な機会を通じ地

域・住民の協働の基礎として強調されるの

が，当地域において歴史的に形成されてき

た「結
ゆ

い」の伝統である。コメ作りなどの

農作業や住居の普請など生活の営みを維持

していくため，地域の人々が労働力などを

出し合い扶助・補完し合う継続的関係が育

まれ，人々の生活に定着してきた。

同条例が発電など再生エネ利用事業の中

心的な担い手として想定しているのは，住

民参加の「地域団体」である。地域団体と

しては，地方自治法260条の２に定められ

される。しかし，利用の結果生じうる生

命・健康・生活利益への侵害行為があれば，

人格権に基づく民事法と行政法の保護を受

ける。

一方，住民は，川・湖沼，海，自然公園

および動植物の織りなす生態系などの自然

公物などを含め，総体としての自然環境が

もたらす効用価値を相互に排除されること

なく，非排他的・共同的に享受することが

できる。そのような自然環境の効用価値の

将来世代にわたる「共同利用性」を保障す

るため，良好な環境の保全と利用について

の秩序の維持・制御が必要であり，その根

拠に位置付けられるのが環境権と考えられ

る。

一般的な環境権については，法的概念や

解釈の論点や議論が分かれているのが現状

である。生活環境の環境要素への侵害行為

が生じれば，司法の判断が必要となり，条

例上の環境権の規定が，差止請求など私権

行使の根拠としてとらえられる可能性もあ

る。したがって，自治体の環境関連条例で

は環境権という文言自体を避ける傾向もあ

る。

これに対し，同市は，地域の良好な自然

環境の秩序を維持し，それらの共同的利用

がもたらす恩恵を地域住民に保障すること

を政策目標，政策的価値として明確にした。

その制度的枠組みが「地域環境権」である。

同条例は，前述の一般的な「環境権」との

関係付けを行っているわけではないが，再

生エネ利用の推進によって特色ある地域づ

くり・地域活性化を行う政策の中で，「地域
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地域・住民の協働は，「ソーシャル・キャ

ピタ
　（注11）
ル（Social Capital：社会関係資本）」とい

う側面からも位置づけることができる。す

なわち，①相互信頼と②互酬性に基づく③

水平的参加のネットワークとして，地域社

会に根付いた持続的な関係である地域団体

を担い手にすることにより，再生エネ事業

の展開を円滑・効率的にし，多様な成果を

達成することに確かな経路・道筋を提供す

ると期待される。

また，地域団体などにおける住民のつな

がりは，地域の有用な社会的資源であり，

維持・強化すべき価値がある。地域団体を

再生エネ利用事業の実施主体という現代的

な要請に応えるようにも機能させていくこ

とは，住民のつながり・紐帯をさらに強め

る機会を提供するという観点からも意味を

持つ。

る「地縁団体」，および市民が構成し民主的

手法により議事を行う団体などの地域団体，

そしてこれらに協力するものとしている。

再生エネ利用を地域活性化に結びつける中

心的な担い手として，地域に住む者が共

助・助け合いの継続的組織として結成して

いる地縁団体などの地域団体に，機能して

もらうという位置付けである。

地縁団体は，91年の地方自治法改正によ

り創設された。自治会や町内会などのう

ち，市町村長の認可を得たものは，権利を

有し義務を負う法人格（私法人）を取得し

不動産の保有を行うことができる。その運

営（ガバナンス）について言えば，基本的に

地域の住民の加入を拒むことはできず，民

主的な運営の下に表決権は平等であり，構

成員に不当な差別的取扱いをしてはならな

いと規定され
　（注10）
る。

〈参考〉飯田市の環境，再生可能エネルギー政策の歩み

飯田市は，長年にわたり特色ある環境政策をはぐくみ継続してきた（表１）。首長（市長）や市議会メンバーの交
代がその間あったが，特色ある地域づくりという目的を達成する重要な政策方法として環境政策が重視されてき
た。その延長線上に，今回の条例制定もあると位置付けられる。

再生エネ電気の発電事業推進という展
開のなかで，公共施設や一般家庭の屋根
を借り太陽光発電システムを設置し，そ
のための投資資金を有志の市民ファンド
を募集して調達するという方法が取られ
たが，その推進事業体として第２種金融
商品取引業者（登録）でもある「おひさ
ま進歩エネルギー」グループが育ち，そ
のビジネス・ノウハウは他地域の再生エ
ネ事業へも活用されている。

96年3月
事項 説明

表1　飯田市の環境・再生可能エネルギー政策

資料　飯田市ホームページなどから作成

新エネルギー導入ビジョン策定 02年改定を経て，温室効果ガス
排出量を90年比で10年までに
10％削減を目標に設定

96．12 21いいだ環境プラン策定（5年ご
と改定）

21のリーディング事業と詳細な
地区別配慮事項から構成

04．12 環境省「環境と経済の好循環の
まちづくり事業」選定

太陽光市民共同発電や，木質ペ
レット製造とストーブ・ボイラー
設置の推進

07．3 環境文化都市宣言 自然と文化を活かした多様な主
体の参加による地域づくり

09．1 環境省「環境モデル都市」選定 30年に向け温室効果ガス排出
量の40～50％削減
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3　農協系統機関における再生
　　エネ電気の発電事業支援の
　　取組み　　　　　　　　　

（1）　JA全国大会の決議と再生エネ利用

推進についての最近の動き

12年10月の第26回JA全国大会では，中期

３か年計画の実践事項の一つとして，「再生

可能エネルギーの利活用」が決議された。

これを受け，再生エネを電源とする安全・

クリーンな電力供給の拡充という国民的課

題に向け，農協系統機関としてもその役

割・機能を発揮するべく，推進の取組みが

進められている。

そしてJAグループは，さらなる再生エネ

利活用の推進に向け，13年８月に全国連に

よる「再生可能エネルギー推進全国連協議

会」を発足させ，事務局としてプロジェク

トチームを置いた。

今後，行政や関係機関による再生エネ利

用推進の地域協議会への農協などの積極的

な参画をはかりながら，組合員・住民の意

向を反映し地域活性化に資する再生エネ利

活用事業の計画策定などへの関与を進める。

同時に，これらの地域での取組みを支援す

るため，全国および県段階での連合会・中

央会が連携し，情報収集と相談・コンサル

ティングを行う体制を強化・構築する。ま

た，再生エネ利用事業の導入を支援するた

め，系統独自ファンドの組成の検討も行わ

れる予定であ
　（注12）
る。

以下では，農協系統機関における再生エ

そして，地域団体などの再生エネ利用事

業の実施主体の役割の中に，住民への還元

を組み込むことは，自ずと住民の再生エネ

利用事業の運営状況への関心と協力姿勢を

維持させることにつながる。

飯田市の説明では，「公共」性の判断にお

ける「地域住民への公益的な還元」として，

「発電した結果得られる電力を地域住民が

公共的に利用する事業の場合のほか，FIT

による売電収益を地域住民が公益的な目的

（福祉，医療，公共交通など）のために使う」

場合をあげている。

現在，飯田市内において構想されている

再生エネ電気の発電事業として，上村地区

の小沢川の小水力発電事業がある。これま

での実証調査などをもとにしたシミュレー

ションでは出力規模150～200kWの設備設

置が想定されており，設備稼働率75％を前

提とすれば，98～130万kWhの年間発電量が

予想される。この事業運営によって得られ

た売電収益は，地域・住民へ還元される。

還元の方法は，地域の実情を踏まえ，住民

の意向によって決定されることになってい

る。
（注10） 地方自治法上の地縁団体は，住民による自

発・自主的な私的団体であり，行政権を付与さ
れたものではない。したがって，市長の直接監
督は受けないと解釈されており，かつ政治的中
立性が規定されている。なお，江戸時代の旧
「村・部落」等が保有（総有）していた入会地等
の所有権区別化のために設けられた特別地方公
共団体（公法人としての行政組織）である「財
産区」と違うことに注意。

（注11） ソーシャル・キャピタル論についての記念
碑的著作として，ロバート・D・パットナム
（2001）参照。また，ソーシャル・キャピタル論
のレヴュー論文として，糸林（2007）参照。
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FITは，既存発電設備について以前の施設

更新後，所定買取期間に残存期間がある場

合，FITの認定適用を受けられることとし

た。この制度適用を受け，２か所が転換を

果たした。また，小水力発電所の発電機や

水車，変圧器などの設備の大宗を占める施

設更新を行えば，FITの認定申請が可能で

あり，16か所がFITの事前確認を終えるな

ど施設の詳細設計の段階にある。このほ

か，20か所近くでFITの制度を活用した施

設の更新・改修の構想・計画があり，その

具体化が期待される。ただし，出力が小さ

いところなど稼働発電所の３割程度は，現

在のところ採算性の見通しなどの点から動

きが鈍いのが実情だ。

１（3）で述べたFITの固定買取価格の決

定のあり方と重なるが，小水力発電所の設

備更新の構想・計画を検討していくと，現

状の出力規模の区分の200kW以下で，さら

にコストが違ってくることが分かった。小

ネ電気の導入の取組みを幾つか紹介する。

紹介する事例は決して鳥瞰的なものではな

いが，再生エネ電気の導入推進への取組み

が様々な形で順次進められていることが理

解されよう。また，農協系統機関の今後の

FIT推進における参考事例としても有用と

思われる。
（注12） 全国農業協同組合中央会（2013）

（2）　中国地方JA等の小水力発電事業の

取組み

農協系統機関における長年にわたる再生

エネ電気の発電事業の取組みとして，農協

系統が中心的な役割を果たしてきた中国小

水力発電協会があげられる。同協会は広島

県農協中央会が事務局となり，中国地方５

県のJAや電化農
　（注13）
協，土地改良区，および市

町村や第三セクターの発電公社の29会員が

加盟し，現在53か所の小水力発電所が稼働

している。その合計出力（認可出力）は１万

kW（13年７月末現在：約10,200kW）を超し，

そのうちJAと電化農協が運営する小水力

発電所の合計出力が８割超を占める。

しかし，古いものは昭和20年代後半から

30年代にかけて建設されており，発電所施

設の老朽化が進んだものが多く，施設更

新・改修をいかに行うかが喫緊の課題とな

っていた。多くの労苦の積み重ねにより受

け継がれてきた小水力発電所の維持・継続

という重い課題に対し，FITは光明をもた

らすと期待される。

第７図は，同協会加盟会員の発電所の

FITへの対応状況（出力ベース）である。

第7図　中国小水力発電協会・会員発電所の
 ＦＩＴ対応状況（出力ベース）

資料 中国小水力発電協会の資料（13年8月末現在）から作成

残存期間移行
（4%）

詳細設計段階
（42）

概略設計段階
（10）

概略調査中
ないし同依頼中

（16）

未定
（28）
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するとともに，資産の有効活用もはかると

いうのが，当スキームのポイントと言えよ

う。合同会社は，収集された案件情報を精

査し，事業計画を策定し，設備認定の申請

作業をする。認定が得られれば，性能・品

質と価格の両面から適切な太陽光発電のパ

ネル等資材を調達し，設備工事の発注を行

い，完工後は売電と収益および発電施設の

管理を実施する。

太陽光発電パネルは，国内供給メーカー

から20年の製品保証を受けており，その長

期安定稼働への安心感も高い。合同会社は，

所有者に屋根や遊休土地などを提供しても

らい，売電収入の５％を目途に収益分配

（共同事業協力費の支払い）を行うことが見

込まれ，地域・組合員への収益還元が期待

される。

12年度から３年計画で，合計出力規模20

万kWのFITの設備認定を目標に，太陽光発

電システムの導入を推進していく。すでに

12年度中にFITの設備認定を80か所，出力

規模３万kW受けており，13年度は同９万

kW，14年度は同８万kWの設備認定をめざ

している。１件当たりの出力は，施設の屋

根への設置で200kW程度，遊休土地への設

置で500～600kW程度が，おおよその平均

的な規模のイメージであり，大規模メガソ

ーラーではない。また，最近の事例では，

東日本大震災の被災県域の案件情報も多く，

震災復興という面からの貢献の可能性もう

かがえる。

なお，前述のスキームとは別に，JA全農

では，組合員・JAなどが自ら設置する太陽

水力発電所の円滑な維持・継続に結び付け

るべく，出力規模による買取価格の区分を

さらに細分化するなどのFITの制度改善が

望まれる。
（注13） 電化農協は，農協法に基づく発電事業等に

特化した専門農協であり，1952（昭和27）年施
行の「農山漁村電気導入促進法」を受け，電力
供給体制の整備が遅れていた農山漁村での小規
模発電所の建設・運営事業主体として設立され，
今日に至っている。

（3）　JA全農の太陽光発電支援

JA全農が中心となって行っている，JA・

経済連・関連会社および組合員などが保有

する施設の屋根や遊休土地を利用した太陽

光発電の導入支援事業も，着実な進捗を見

せている。

第８図はそのスキームを図示したもので

ある。全農と，三菱商事，JA三井リースが

共同出資し，太陽光発電事業を行う合同会

社を設立。JA全農は全国のJAや経済連など

の協力も受け，太陽光発電システムを設置

する施設の屋根や遊休土地の案件情報の収

集を行う。FITに基づく太陽光発電を推進

第8図　JA全農が実施する太陽光発電設備
 導入スキーム

出典 JA全農資料

電力会社

JA・経済連

農業施設所有者
施設選定
協力

出資・運営 売電収益

全量売電

分配収入 屋根・土地の提供

全農
三菱商事

JA三井リース

JAMC
ソーラーエナジー
合同会社
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年度に8,200件超を数えた。このような太陽

光発電システム設置の機運の高まりを受け

た取組みとして，JAバンク神奈川の助成制

度は住宅メーカーや工務店などからも評価

されており，ローン借入希望者への訴求力

も大きいと思われる。

なお，長野県JAバンクにおいても，13年

３月から12月までの予定で，同様に太陽光

発電システムを設置した住宅の取得やリフ

ォームのローン借入者へ助成金を交付する

制度を実施している。

静岡県浜松市では，同市内を管内とする

３つのJAが同市と連携し，太陽光発電シス

テム設置のローン商品の販売に取り組んで

い
　（注14）
る。

浜松市は，市長直轄組織の「新エネルギ

ー推進事業本部」を設置し，再生エネの利

用推進を全市的に進めている。11年度に

4.3％（うち再生エネ電気：3.0％）である市内

の電力自給率を，30年には20.3％（うち再生

エネ電気：16.4％）へ引き上げることを目標

にかかげる。特に全国トップクラスの年間

日照時間を有する気象条件を活かした太陽

光発電の導入を積極推進する方針である。

以上の同市の施策方針に対応し，地域に

基盤を置く組織として積極的な役割を発揮

するという観点から，JAとぴあ浜松，JA遠

州中央，JAみっかびの３つのJAは，同市と

「はままつ太陽光発電パートナーシップ」

を締結し，それぞれに特長を加えた個人向

け太陽光発電システム設置のリフォーム・

ローンを販売した。

同市は，国・県に上乗せする市の補助金

光発電システムへの資材供給事業も倍増を

超すペースで増えている。

（4）　自治体と連携したJAバンクの太陽

光発電システム設置ローンの取組み

次に，個人住宅における太陽光発電シス

テム設置を支援するJA等の融資面の動き

を説明する。

JA神奈川グループは，13年２月に神奈川

県議会議長に対し生協等協同組合組織とと

もに，地球温暖化の抑制と原子力エネルギ

ーへの依存低減の対応策として，再生エネ

導入を後押しする条例の制定を陳情した。

そのような動きもあり，同県は同年７月に

県議会で全会一致の議決を経て，「再生可能

エネルギーの導入等の促進に関する条例」

を制定した。

以上を受け，JAバンク神奈川では太陽光

発電システムを設置している個人住宅（マ

ンションなど区分所有建物を含む）の取得お

よび同システム設置のためのリフォームな

どに関する借入を，13年８月～14年３月に

県内JAから200万円以上行った場合，その

借入額に応じ借入者へ助成金を交付する制

度（借入金額5,000万円以上で助成金の上限が

25万円）を開始した。

太陽光発電普及拡大センターによる同県

の12年度補助金交付決定件数と比較すると，

太陽光発電システム設置の新築住宅向け補

助件数は県内の自己居住用新築住宅（持

家＋分譲）着工戸数のほぼ１割（8.9％）に相

当すると推定される。また，既築住宅への

太陽光発電システム設置の補助金交付も12
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観点から余りにもぜい弱であり，エネルギ

ーの国内生産増強という観点からも，再生

エネ利用は急務である。

審議の帰趨を見守る必要があるが，再生

エネ電気を着実に増やしていく目標設定と

そのための政策支援を改めて明確にするこ

とが望まれる。

（2）　規制緩和等による再生エネ電気の

発電事業参入促進

FITの制度開始が決まって以降，再生エ

ネ電気の発電所の設置・運営についての規

制緩和が順次行われている。例えば，小水

力発電所の運営において，電気主任技術者

の外部委託（兼任）承認範囲を出力2,000kW 

未満まで引き上げたことや，ダム水路主任

技術者の無資格者許可選任の弾力化をはか

ったことである。

ただし，十分であるという声は少ない。

規制緩和については直接・間接の安全性維

持が優先されるべきであり，専門家の判断

も重視されるべきだ。これに対し，現場の

事業者は，様々な機会を通じ規制の問題点

など実情を伝えることが重要である。

現場の実情に即した更なる規制緩和が行

われることにより，発電コストの低減化が

はかられ，再生エネ電気の発電事業への参

入が促進されると考えられる。

（3）　再生エネ電気の発電コスト低減の

技術開発などへの政策支援

再生エネ電気をエネルギー自給率向上の

基軸とする政策の方向付けのもとで一層進

助成（13年度：１件当たり５万円で2,500件を

予定）などの導入促進事業を行うとともに，

協定を締結した金融機関の太陽光発電シス

テム設置のローン商品について市の様々な

広報活動などにより，PR活動を行ってくれ

る。これにより，直接的なJAローンのPR効

果に加え，JAの再生エネ利用推進の姿勢を

示す市民へのプレゼンス向上の効果も期待

され
　（注15）
る。

（注14） なお，借入10年経過前の借換等による全額
償還においては，交付した助成金返戻を求める
ことができることを，借入者から事前に了解し
てもらっている。

（注15） 浜松市ホームページ「はままつ太陽光発電
パートナーシップ協定」参照。

おわりに

以上の記述では踏み込めなかった３点に

ついて簡単に述べる。

（1）　エネルギー基本計画改定で改めて

再生エネ電気の活用推進を明確化

すべき

冒頭にも述べたが，エネルギー基本計画

の年末を目途にした改定作業が進んでいる。

そのなかで，電気の電源別供給体制をどの

ように描くかは，最も注目される事項であ

る。

福島第一原発の事故完全収束を含め，超

長期的に原発をいかに最終処理し，そのエ

ネルギー依存から脱却するかという構図は，

再生エネ利用の推進無くしては描けないは

ずだ。また，中東諸国からの化石燃料輸入

に依存した現状は，エネルギー安全保障の
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（わたなべ　のぶとも）

めなければならないことは，発電コスト低

減に向けた技術開発の政策的支援強化であ

る。その技術開発の支援は，すべての再生

エネ電源にわたるべきである。

また，再生エネ電気の発電拡大のもとで

地域内での電力の生産と消費を実施（電気

の地産地消の安定的な態勢を構築）するには，

いわゆる「スマート・コミュニティ」化（情

報通信技術と蓄電装置を使ったエネルギーの

生産・利用・貯蔵の管理制御システムの整備）

を進めることが必要となる。

再生エネ電気の発電コスト低減やスマー

ト・コミュニティの実用化は，エネルギー

分野での効果にとどまらず，国際的な産業

競争力向上への手段にもなりえるものであ

る。
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